
ようこそ、阪神ダルクへ

阪神ダルクは、薬物依存症回復施設です。ダルク
とは、毎日グループミーティングを基本に行い、薬物依
存症から回復したいと望む仲間の集まる場所です。

ダルクの目的は、薬物をやめたい仲間の手助けを
することだけです。どんな薬物依存者でも、プログラム
に従って徹底的にやれば必ず回復できるという希望の
メッセージです。

インテーク＆オリエンテーション

阪神ダルクでは、最初にスタッフが面談を行い、資
料をお渡し、利用に関して、簡単な説明を行います。
また、相談者にとってどのような回復への取り組みが望
ましいか提案させていただきます。分からないことはス
タッフに何なりとご質問ください。

●営業時間／９時３０分〜１７時３０分まで

アスクル
デイサービス

ご案内

アルコール、薬物、

ギャンブル依存症は

回復できる「病気」です

一人で抱え込まずに
一緒に考えていきませんか？

阪神ダルクは依存に頼らずに希望ある
人生を歩むことへの手助けをしています

阪神ダルクホーム

「逮捕は回復へのチャンスです！」

司法サポートとは、刑事司法手続きによって身柄を拘束され
ている薬物依存症者たちに1日も早くダルクや病院で依存症
治療を受けられるように道筋を作ることです。

その為にクライアントと「薬物離脱プログラム・コーディネート
契約」を結んで支援していきます。期間は５年間です。

    

                     

        

         

         

                         

                  

                

       

      
 

   

                 
               

        

              

                  

                   

                 

               

                

あなたは、もう一人ではありません

一般社団法人かえでの会
阪神ダルク

TEL / FAX :

０６－７４１０－４０５７

E-mail：hanshin.darc@gmail.com

HP：http://kaedenokai.org/

兵庫県尼崎市築地5丁目７－１３

合法、非合法を問わず薬物のことでお困りに方は
お気軽にお電話ください。秘密は厳守いたします。

●阪神尼崎駅より徒歩１３分

TEL：０６－７４１０－４０５７



写真を
入れてさださい

阪神ダルクの一日

阪神ダルクは民間施設のため、公的資
金の援助が少なく、利用者の入寮費やご支
援してくださる皆さまのご献金及びご献品で施設
運営をしております。
１人でも多くの仲間たちに依存症からの

回復を手にしていただくために活動しており
ます。ですが資金が足りておりません。
１人でも多くの依存症で苦しんでいる仲

間たちを救うために、どうかご支援、ご協力
のほどを何卒宜しくお願い申し上げます。

ＧＭＯあおぞらネット銀行（金融機関
コード：0310）
支店名：法人第二営業部（支店コー
ド：102）
普通口座：1311090
名 義: 一般社団法人かえでの会

ー 振込先ご案内 ー

日用品や食品等、ご家庭で余っている物品（お米、

調味料、食材、石鹸、洗剤、タオル等）がございまし

たら、私たちに献品頂けると助かります。

皆様の献品が、仲間の回復の支えとなります。

何卒、ご支援をお願い致します。

※献金・献品に関するお問合せ・ご相談は下記の携

帯へご連絡ください。

TEL： 090-1716-6527 （ 阪神ダルク 濱津)

E-Mail： hanshin.darc@gmail.com

ご支援のお願い

献品のお願い

            

                         

                        

                 

    

                    

                 

           

                     

              

                      

               

                     

                   

                     

    

                      

                   

                     

                     

             

                     

                    

                    

                  

※利用料は障害者総合支援法における、収入
に応じて国の定める負担額になります。
※食事代・日用品等、個人にかかる費用は自
己負担になります。
※経済的状況にかかわらずご相談ください。

利用料
共同生活援助（グループホーム）定員４名

家賃（1か月）40,000円
光熱費（１か月）10,000円

生活費（１日当たり）1,400円
食費（１日当たり）600円

３０日のご利用合計 110,000円
（生活保護受給者は範囲内）
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